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墓参第号証

平成２２年７月３０日判決言渡同日原本交付裁判所書記官

平成２１年(ﾂ)第４９号貸金請求上告事件

（原審・那覇地方裁判所平成２０年(し)第２０号）

〆判 決

…滋賀県草津市西大路町１－１

上告，人 株 式 会 . 社 シ
壱 竹、代表者代表取締役ホ

・訴訟代理人弁護士坂本

シティズ

、政美

秀徳

被上告人

訴訟 代 理人弁護士、松崎暁史…

．主文

ユ原判決を破棄する。企

、２本件を那覇地方裁判所に差し戻す。

理 由

上告代理人の上告理由について

１’原審の確定した事実関係の概要は,吹のとおりである。

（１）上告人は，貸金業法ｓ条（平成１８年法律第１１５号による改正前の法律

の題名は貸金業の規制等に関する法律。以下，同改正の前後を通じて「貸金

業法」という｡）所定の登録を受けた貸金業者である。

(2)上告人は,平成’８年４月２５日,訴外＝(以下｢訴外人｣という｡）

に対し，以下の約定でＳｏｏ万円を貸し付けた（以下「本件金銭消費貸借契

約」ないし｢本件貸付け｣どいう｡)。

ア利息年２９．２パーセント（１年を３６５日とする日割計算）

イ遅延損害金年２９．２パーセント（１年をｓ６５日とする日割計算）

ウ返済方法平成１ｓ年６月より平成２３年ｓ月まで毎月１日限り元金

－１－
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５万円を経過利息とともに支払う。経過日数については，

貸付日当日を含みγ各返済日の前日までとする。

エ特約上記各返済日の元金又は利息制限法所定の制限利息の支払

を怠ったときは，通知催告なくして期限の利益を失い，債

務全額及び残元金に対する遅延損害金を直ちに支払う（以

下「本件期限の利益喪失特約」という｡)．

オ充当合意弁済金は約定利息,損害金,元金の順に充当ずる（以下｢本

件充当合意｣という｡）：

(3)被上告人は，平成１８年４月２５国，上告人との間で，本件金銭消費貸借

契約に基づき訴外人が上告人に対して負う債務を連帯保証する旨書面により

合意した（以下「本件連帯保証契約』という｡)。

(4)上告人は，本件金銭消費貸借契約締結の際，訴外人に対し，原判決別表１

記載の事項等を記載した「貸付及び保証契約説明書」を交付した。

(5)上告人は，本件連帯保証契約の締結に先立ち，被上告人に対し，原判決別

表１及び２記載の事項等を記載した､｢保証契約説明書（概要)」及び｢保証契

約説明書（詳細)」を交付した。

(6)上告人は，本件連帯保証契約締結の際，被上告人に対し，原判決別表1及

びｓ記載の事項等を記載した「貸付及び保証契約説明書」を交付した。

(7)訴外人は，平成１８年６月１日から平成１９年７月２日まで，上告人に対

し，原判決別表「利息制限法に基づく法定金利計算書」（以下「本件計算書」

という｡）の「２」から「１６」欄記載のとおり，「年月日」欄記載の日に，

それぞれ｢弁済額｣欄記載の金員を,利息及び元金の一部として支払った(以

下，これらの弁済を併せて「本件各弁済」という｡)。

(8)上告人は，本件各弁済の都度直ちに，訴外人に対し，貸金業法１８条及び

同法施行規貝U(平成１９年１１月'7日内閣府令第７９号による改正前のもの）

ユ５条所定の事項である原判決別表４記載の事項等を記載した「領収書」を
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交付した。．

（９）被上告人はい本訴が提起された後の平成２０年Ｓ月２４日及び同年１０月

７日，上告人に対し『本件計算書の「１９１及び「２０」欄記載のとおり，

それぞれ「弁済額」欄記載の金員を，利息研遅延損害金及び元金として支払

った°

２本件は，上告人が，本件各弁済のうち利息の制限額を超えて利息として支払

った部分について,貸金業法４ｓ条1項の規定が適用されるから,有効な利息

債務の弁済とみなされると主張して，被上告人に対し，連帯保証債務履行請求

権に基づき，本件貸付けの残元本６３万ｓＳＯ４円及び遅延損害金の支払を求‘
める事案である。

３原審は，次のとおり判断し〃本件各弁済のうち利息の制限額を超えて利息と

して支払った部分について貸金業法４３条１項の規定の適用を否定し，上告人

の請求を全部棄却すべきものとした。

（１）本件期限の利益喪失特約は，債務者に対し，支払期日に約定の元金ととも

に制限超過部分を含む約定利息を支払わない限り，期限の利益を喪失すると

の誤解を与えることはない。

（２）他方，債務者が支払期日に支払うべき元金及び制限利息に相当する金員を

支払ったとしても，本件充当合意により，制限超過部分を含む約定利息から

へ充当される結果,元金全額に充当されるに至らず元金の支払を遅滞したこと

となり，本件期限の利益喪失特約によって期限の利益を喪失するとの解釈は

採ることはできず,債務者は,支払期日に支払うべき元金及び制限利息に相

当する金員を支払いさえずれば，本件期限の利益喪失特約の文言どおり,:期

限の利益を喪失することはない。

（３）しかしながら，本件期限の利益喪失特約と本件充当合意の関係について，

上記(2)のように理解するには,利息制限法の趣旨を踏まえた解釈が必要であ

り，一般の債務者に対して，そのような理解を期待することはできないもの

－３－



と解され，通常，債務者に対し，支払期日に支払うべき元金と制限利息に相

当する金員を支払ったとしても，本件充当合意により，まずは制限超過部分

を含む約定利息に充当されるため，元金に充当されるに至らず，本件期限の

利益喪失特約にいう元金の支払を遅滞したこととなり,期限の利益を喪失し，

残元金全額を直ちに一括して支払い，これに対する遅延損害金を支払うべき

義務を負うことになるという誤解を与えるというべきであり，このような誤

解が生じなかったといえるような特段の事情のない限り，債務者が自己の自

由な意思によって制限超過部分を支払ったものということはできないと解す

るのが相当である。本件においては，上記特段の事情は認められないから，

訴外人は，事実上強制を受けて制限利息の額を超える額の金銭の支払をした

ものであって，制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものとは

認められない。

４しかしながら,原審の上記３(1)及び(2)の判断は正当として是認し得るが,同

ｓ(3)の判断は是認することができない。その理由は次のとおりであるｂ

（１）金銭消費貸借契約証書ないし貸付及び保証契約説明書における本件期限の

利益喪失特約には，期限の利益喪失の要件として「利息制限法所定の制限利

息の支払を怠ったとき」と明記されており，債務者が，貸主から，かかる特

約の内容について必要にして十分な説明を受けたならば，通常の債務者にお

’,､て，利息制限法所定の制限利息を支払っている限り，期限の利益を喪失し

ないことが容易に理解し得るものというべきである。

:(2)また，本件充当合意は，充当の順序を定めた規定に過ぎず，期限の利益喪

失の判断が先行し，その後に損害金への充当が問題となるという関係にある

（両規定の配列もこれに沿うものとなっている）から，本件充当合意の存在

は通常の債務者における上記(1)の理解を妨げる事情どはなりえない。

そうすると，訴外人の制限超過部分の支払の任意性を否定した原審の判断に

は，判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
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５以上によれば，論旨は理由があり，原判決は破棄を免れない。そこで’上記

説明の有無，内容や貸金業法１７条の書面該当性等につき，さらに審理を尽く
女斗スセ眺大杜か盾索1Ｆ著し軍十ごととし,主文のとおり判決する。させるため，本件を原審に差し戻すこととし，

福岡高等裁判所第４民事部

裁判長裁判官 庸田、民 夫

裁判官 高 橋 亮 介

■■

0●

裁判官 塚 原 聡

』

上

■

●●

－５－



匡卯こｕ－ 、，０も、

「《《《イ

ｐＯDq 福岡(高）

0●0

10画００３０５３

●｡ 先、

●■

0■

Ｄ■

１００●

●｡●
D QD

c００

● ●●0
0

0

砂 ００
●●

､●

少

●

●●

0０

CＪＤ

0０

窪
竺
『

ｆｑ

弓|謝信１．半U所穿ＢＯ

l11U,Ｖ。oンＩ.‘

00

Ｄｑ

●￥

､｡

ｂ ● ● ■p● ●●

e●

D■

、Ｏ●９
ｑ

●b ､｡●

Ｏ●■｡

。●●００
０００●

ｅ

● 0

●●0、

ｇｏ●､●

曇
謹

●●

●●●●
●■

０
０
●

．
●
０
●
０

●

●
●

、

Ｏｑ

Ｏも■

●●

●●

,●

DOC

秒

●●

■0

OU ●日

■

◆B

●

ｅ

●

０

●

● ｡■●
､●●

epO■

D

o g0DD
O●

●

。:。。
●

０ｌｂ。
００

Ｃ

Ｑ ●
●●◆

●

･ａ０ｏｆＯＯＯ
Ｏe

O

qO

｡●0

■■0

０

０６●００００

：：：
●

､●00●
●

●〆

●－
０●

●●０●
●

●ｅ００●0

、画●●●

ＯＬ
■｡

e0

g●


